
「『選ばれる国』になるためにー共生社会実現へのアジェンダ」
シンポジウム

出入国在留管理庁
在留管理支援部長 君塚 宏



昭和の外国人施策…
在日コリアンの法的地位問題（協定永住・特例永住 → 三世問題）
インドシナ定住難民
就労目的外国人 →「外国人ならでは」の仕事内容に限定

平成の外国人施策…
在留資格制度の整備・拡充（外国人労働者問題への対応）
日系人（身分関係によるもの）、留学生のアルバイト、技能実習生
専門的な知識・技術、熟練した技能を有する外国人（前期～）
高度人材、ＥＰＡ看護師・介護士、人手不足分野受入れの「嚆矢」（後期～）
不法滞在者半減計画（「来させない、入らせない、居させない」）

令和の外国人施策…
共生施策の構築（「安全安心」「人権尊重」「コミュニケーションの醸成」）
→ 「来てもらえる、どこでも住んでもらえる、存分に活躍してもらえる…」
人手不足分野での外国人材の受入れ（在留資格「介護」「特定技能」）
国際情勢を踏まえ人道上の危機に直面する者の庇護・保護・支援
デジタル時代の「出入国在留管理」（円滑化と厳格化の高次元の両立）

外国人受入施策の変遷（昭和→平成→令和）
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在留外国人数及び外国人労働者数の推移
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在留外国人数

外国人労働者数

総人口に占める在留外国人の割合 平成20年９月 いわゆるリーマン・ショック

平成23年３月 東日本大震災

令和２年 新型コロナウイルス感染症の流行

平成24年７月
新しい在留管理制度の導入

平成２年６月
在留資格の整備

（千人） （%）

平成22年７月
在留資格「技能実習」の創設

在留資格「留学」と「就学」の一本化
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平成29年11月
技能実習法の施行

平成31年４月
「特定技能」制度の創設

昭和 平成 令和

172万7,221人

48万6,398人
0.80%

2.29%

2.18%

令和２年末
288万7,116人

令和3年末
276万635人

Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁
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外国人労働者数の内訳

■①身分に基づき在留する者
■②就労目的で在留が認められる者
■③特定活動
■④技能実習
■⑤資格外活動

②就労目的で在留が認められる者 約39.5万人
(いわゆる「専門的・技術的分野」）
・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び
国民生活に与える影響その他の事情」を勘案して定めることとされてい
る。

①身分に基づき在留する者 約58.0万人
(｢定住者｣（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で
報酬を受ける活動が可能。

③特定活動 約6.6万人
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリ
デー、外国人建設就労者、外国人造船就労者等）
・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可
の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。

④技能実習 約35.2万人
技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国１年目
から雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった
（同日以後に資格変更をした技能実習生も同様。）。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約33.5万人
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で、
相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。

厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」に基づく集計（各年10月末現在の統計）

(人)

3



相当高い専門性を
有する外国人

上記以外の
分野の外国人

様々な検討を要する

積極的に受入れ

我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的、
技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進
（第９次雇用対策基本計画（閣議決定））

・我が国の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすこと等から、国民
のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応
（第９次雇用対策基本計画（閣議決定））

・経済・社会基盤の持続可能性を確保していくため、真に必要な分野に
着目しつつ、外国人材受入れの在り方について、総合的かつ具体的な
検討を進める。このため、移民政策と誤解されないような仕組みや国
民的なコンセンサス形成の在り方などを含めた必要な事項の調査・検
討を政府横断的に進めていく。
（未来投資戦略２０１７（閣議決定））

外国人労働者の受入れ

基本的な考え方

条件付きで受入れ

昨今の人手不足の深刻化に対応するものとして、家族帯同の制限や滞
在期間の上限を設けつつ、外国人材の受入れを拡大するための新たな
在留資格を創設（骨太の方針２０１８（閣議決定））

一定の専門性を
有する外国人
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平３０／１２／８朝刊各紙

平３０／１２／８
夕刊各紙

在留資格「特定技能」の新設を目的とする入管法改正案の可決成立を伝える新聞報道
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令和４．５．２４日経朝刊記事 令和４．７．２６TOKYO HEADLINEネット記事
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日本語（にほんご）

マイナンバー総合フリーダイヤル

TEL:0120-95-0178
※電話できる時間は曜日によって異なります。

月曜日から金曜日まで ９時３０分から２０時まで
土曜日・日曜日・祝日 ９時３０分から１７時３０分まで

（マイナンバーカード、マイナポイントについては９時３０分から２０時まで）

外国語(がいこくご）

マイナンバーカードのこと

TEL:0120-0178-27
つながらないときは 0570-064-738

※電話できる時間は言語によって異なります。

・ English（英語）、中文（中国語）、한국어（韓国語）

Español（スペイン語)、Português（ポルトガル語）

９時３０分から２０時まで

・ ภาษาไทย（タイ語）、नेपाली भाषा（ネパール語）、

Bahasa Indonesia（インドネシア語）

９時から１８時まで

・ Tiếng Việt（ベトナム語）、Pilipino（フィリピノ語）

１０時から１９時まで

マイナポイントのこと
TEL:0570-028-125
※電話できる時間

English（英語）、中文（中国語）、한국어（韓国語）、

Español（スペイン語）、Português（ポルトガル語）

９時３０分から２０時まで

お問い合わせはこちら！

マイナポイント
第２弾

実施中！！

マイナポイント第２弾対象の
マイナンバーカードの申請期限は、

９月末までとなりますのでお早めに！

マイナンバーカードとは？

本人確認書類として利用できる、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードで
す。ＩＣチップの電子証明書を利用して、オンラインによる在留手続の申請や確定
申告（e-Tax）など、様々なサービスに利用できます。

初回の交付手数料は無料！

マイナポイントの申込み
方法はこちらに御相談！

おも
て

うら

マイナンバーカードで

最大 円分の

マイナポイントがもらえる！

さいだい えん ぶん

入管庁のホームページでも
１６の言語で案内していま
す！

みてね
１０



★申込み用の交付申請書と封筒は入管でもも
らえます！

STEP1 交付申請書に記入す

る

「個人番号通知書」にあなたの
マイナンバーが書いてあります！

左の の番号があなたの
マイナンバーです。

「個人番号通知書」は、住民登録をしてから２～３週
間後に簡易書留で家に届きます。

住民登録がまだの方は、市区町村の役所でまず住民
登録をする必要があります。そのときに、カードを申
し込みましょう。
カードの申込みはパソコンやスマートフォン、
証明写真機でもできます（日本語のみ）。

カードの申込み・マイナポイントのもらい方

顔写真の撮り方

・大きさ たて4.5cm × よこ 3.5ｃ
ｍ
・正面、帽子なし、背景なし、白黒OK

・背景のあるもの
・顔がよく見えないもの
・帽子やサングラスをかけたもの はだめです。

STEP3 マイナポイントを申し込む

マイナポイントは選んだ決済サービスのポイントとして
付与されます。好きな決済サービスを１つ選びましょう。
スマートフォン、パソコン、マイナポイント手続スポットで申込みが
できます！

くわしくは・・・

TEL:0120-95-0178(日本語）

TEL:0570-028-125(外国語）

へ相談してください！

※電話できる時間は、９時３０分から２０時までです。
※使える外国語は５種類です。

English（英語）、中文（中国語）、한국어（韓国語）、

Español（スペイン語）、Português（ポルトガル語）

このマークが
目印！

入管庁のホームページでも
１６の言語で案内しています！

みてね

★申込み用の交付申請書と宛名台紙は入管でももらえます！

・交付申請書に必要事項を記入する

・６か月以内に撮影した顔写真を貼り付ける

STEP2 カードを申し込む・受け取

る

① 申請書が全部書けたら、宛名台
紙を貼った封筒に入れます。

② 郵便ポストに入れます。

約１か月後・・・

③ はがきが届きます。

④ はがきに書いてある
交付場所へ行きます。

⑤ 窓口で暗証番号を設定し、受け
取ります。

自分のマイナンバーや書
き方がわからないとき

自分のマイナンバーが
わかるとき

① 住んでいる市区町村の役所に行
きます。

② 窓口で申請書を完成させ、提出
します。

約１か月後・・・

③ マイナンバーカード
が家に届きます。

※市区町村によっては、左の③～⑤
の方法で受け取るところもありま
す。

20,000ポイントが欲しい人は
９月３０日までに申し込んでね！
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